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■■対対■ ■ 象象 昭和 29・34・39・44・49 ～ 59・平成元 ( 昭和 64) 年、
平成 6・11・16 年生まれの市民 
■■￥￥  無料　　■■期期■■間間   象象令和 7 年 4 月1日～令和 8 年 3 月 31日
■■持持■■物物   象象マイナンバーカードなど（住所・氏名・年齢の確認できるもの）

【医療機関】羽曳野市内の指定医療機関（健康だより、市ウェブサイト参照）
※受診券はありません。対象の方は直接歯科医院へお問い合わせください。

健康増進課の検診（健診）や教室の申込など ☎ 072-947-3660( 直通 ) 市役所1階⑥番窓口
●検診（健診）は年度内に各1回。定員になり次第締切。FAXでの申し込み不可。
●詳しくは「健康だより」、市ウェブサイトをご覧ください。
※個別検診（健診）については、受診前に医療機関へ電話でお問い合わせください。

健
ふ みり-ぁ

康

がん集団検診（予約制）　
4 ～ 7 月分の申込を以下の通り開始します。その他の日程、検診についての詳細は

「令和 7 年度羽曳野市健康だより」または市ウェブサイトを参照。
ウェブ申込（期間限定）：4 月 1 日㈫ 9 時～ 6 月 12 日㈭まで
来所・電話申込：4 月 3 日㈭ 9 時から
胃がん検診 /肺がん検診（結核健診含む）/大腸がん検診 (集団検診 )
■■対対■ ■ 象象 1986 年 3 月 31 日以前生まれの市民　■■￥￥ 無料
※ 65 歳以上の人は、年 1 回結核健診を受けることが法律で義務付けられてい　　　　　　　 
ます。ただし、他に受診機会のある方は受ける必要はありません。
［保健センター］4 月 24 日㈭、5 月 8 日㈭・15 日㈭・19 日㈪・23 日㈮
　　　　　　　　 6 月 5 日㈭・11 日㈬
［ 陵 南 の 森 ］5 月 28 日㈬ ［石川プラザ］5 月 29 日㈭
［市役所別館］6 月１日㈰ ［コロセアム ］ 6 月 9 日㈪
［モモプラザ］6 月 26 日㈭

乳がん検診 /子宮がん検診（集団検診）象象
■■対対■■象象   象象【乳がん】1984 年以前の西暦偶数年生まれの女性 
    　 【子宮がん】2004 年以前の西暦偶数年生まれの女性
■■￥￥   象象【乳がん】1,000 円 (1984 年生まれと生活保護受給者 ( 当日受給証明書が必要 ) は無料）　 
    【子宮がん】無料
※受診券 ( オレンジ色もしくは黄色のハガキ ) は令和 7 年 3 月下旬に発送しています。お手元
にない方は健康増進課までご連絡ください。
※ 80 歳以上で乳がん・子宮がん検診を希望される方は健康増進課までご連絡ください。
［保健センター］5 月 12 日㈪、7 月 3 日㈭ ［陵南の森］ 6 月 19 日㈭

4 月は20 歳未満飲酒防止強調月間です

成長過程にある 20 歳未満の者の飲酒
は、本人にとって身体的・精神的に大
きなリスクがあるだけでなく、事件・
事故につながりやすく、事件等が起き
た時には、社会的にも大きな影響を与
えます。これを未然に防止するために
は、20 歳未満の者が「なぜ自分たちは
お酒を飲んではいけないのか」を理解
できるよう、学校での教育のほか、家
庭や地域社会においてもしっかりと説
明するなど、大人の責務として社会全
体で取り組む必要があります。

（注）2022 年４月から民法の成年年齢
は 18 歳に引き下げられましたが、お
酒に関する年齢制限については、20 歳
のまま維持されます。
★ 20 歳未満の者がお酒を飲んではい
けない５つの理由
①脳の機能を低下させます
②肝臓をはじめとする臓器に障害を起
こしやすくなります
③性ホルモンの分泌に異常が起きるお
それがあります
④アルコール依存症になりやすくなり
ます
⑤ 20 歳未満の者の飲酒を禁ずる法律
があります

羽曳野市 がん患者医療用ウィッグ
および乳房補正具購入費用助成事業

がんの治療に伴う外見の悩みや経済
的な負担を軽減するための、医療用
ウィッグ（かつら）および乳房補正具
の購入費の一部を助成します。
詳細は市ウェブサイトをご確認くださ
い。

骨粗しょう症検診　5 年に一度のチャンス！　　

■■対対■  ■  象象 昭和 29・34・39・44・49・54・59 年生まれの市民の女性
■■￥￥  500 円　( 生活保護受給者 ( 当日受給証明書が必要 ) は無料 )
■■期期■　■　間間 令和７年４月１日～令和８年 3 月 31日
■■内内■   ■   容容容容容容容容 X 線検査による骨量測定
■■持持■  ■  物物 受診券ハガキ、マイナンバーカードなど ( 住所・氏名・年齢の確認できるもの )

【実施医療機関】羽曳野市内の実施医療機関 ( 受診券ハガキの裏面参照 )
※事前に実施医療機関へご予約の上受診してください。
( 注意 )
・羽曳野市外へ転出された場合、受診券は無効となります。
・同一年度に重複して受診した場合、2 回目以降は受診者の全額自己負担となります。

がん検診

＜申込フォーム＞

申込フォーム→

＜骨粗しょう症検診＞

成人歯科健診 ( 無料 )　　歯の状態と歯周病のチェックなどをします！

＜成人歯科健診＞

＜成人の健康＞
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 ◆予防接種◆
予防接種が済んでいるか母子健康手帳で確認し、まだの方は接種しましょう。なお、転入・紛失などで予診票をお持ちでない方は、母子健康
手帳を持って健康増進課までお越しください。接種の際は、母子健康手帳と予診票、こども医療証・マイナンバーカードなど住所・氏名・年齢
の確認ができるものを提示してください。
各予防接種の対象年齢は「令和 7 年度羽曳野市健康だより」や市ウェブサイトで確認ください。

藤井寺保健所からのお知らせ 藤井寺市藤井寺1-8-36　☎072-955-4181　

HIV・梅毒即日検査（無料・匿名可・予約不要）
梅毒検査は HIV 検査と同時に行う場合無料　
こころの健康相談（無料・予約制）
精神保健福祉相談員、精神科医などが応じます。
医療機関に関する相談（無料）

生活衛生室　☎ 072-952-6165
水質検査（有料・一部予約制）
腸内細菌検査（有料）
ぎょう虫卵検査（有料・予約制）

詳しくは、QR コードからご確認いただくか、保健所へお問合せください。

休日急病診療所（内科・小児科） 小児科の土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）
［ 診 療 日 ］㈰㈷、年末年始（12 月 30 日～1月 3 日）
［診療時間］10:00 ～12:00 ／13:00 ～16:00

［ 診 療 日 ］㈯㈰㈷、年末年始（12 月 30 日～1月 3 日）
［診療時間］18:00 ～22:00（受付17:30 ～21:30）

※ 8 時（夜間診療は15 時）の時点で羽曳野市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「特別警報」のいずれかが発表されている場合
は休診、8 時（夜間診療は15 時）以降に発表された場合は、その時点で休診。
※受診時はマスクを着用ください。 　※各種医療証（こども医療証など）は必ずご持参ください。

小児救急電話相談　☎＃8000（携帯電話・NTTプッシュ回線）　☎06-6765-3650（IP 電話・ダイヤル回線など）
救急安心センターおおさか☎＃7119（固定電話【プッシュ回線】・携帯電話）象☎ 06-6582-7119（固定電話【ダイヤル回線】・IP 電話）

市立休日急病診療所 誉田4-2-3　☎072-956-1000（保健センター2階）

※これまで休日急病診療所で実施していました「歯科診療」については、令和６年３月末をもって終了しました。
なお、休日などに緊急で歯科診療の医療機関をお探しの場合、医療情報ネットや一般社団法人大阪府歯科医師会ホームページ（休日・夜間緊
急歯科診療案内）をご確認ください。

※来院時は、必ず事前にお電話ください。

平日の問合せ先　☎072-947-3660（健康増進課）

　
 第 1 期：1 歳～ 2 歳に至るまで。
　　　　　（予診票は予防接種予診票綴に入っています）
　　　　　2 歳の誕生日の前日まで
 第 2 期：平成 31 年４月２日～令和 2 年４月１日生まれ
　　　　　（予診票は 4 月中に送付します）
※接種期間を過ぎてしまうと費用が約１万円かかります。
　定期接種の期間に早めに接種しましょう。
※一時的にワクチンの出荷量が少なくなっています。
　予約については、直接医療機関へお問い合わせください。

麻しん・風しん混合（MR）

飲食店のたばこのルールが変わりました

４月１日より大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、喫煙をしながら飲食が可能
な飲食店のうち、客席面積 30 ㎡超の飲食店は「原則屋内禁煙」とたばこのルール
が変わりました。喫煙室を設置している飲食店には、入口に標識が掲示されています。
皆様も改めてルールをご確認いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いし
ます。
< 問い合わせ先 >
受動喫煙防止対策に関すること：大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
(TEL：06-6944-8224   FAX：06-6944-7262)

家族で食事を楽しみましょう

毎月19 日は「食育の日」です！

QR コードから食育だよりをご覧いた
だけます。偶数月に発行しています。

4月 30日㈬象午前中　※要予約

定期健康相談・栄養相談

藤井寺保健所 HP

「2025（令和 7）年国民生活基礎調査」にご協力ください！
調査対象世帯には、４月より、大阪府知事から任命された調査員が『調査員証』を携帯して訪問しますので、調査へのご理解・
ご協力をお願いします。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■ ■ 問問 藤井寺保健所企画調整課　☎ 955-4181　

　 MR1期・2 期の接種期間の延長
対 象 者 接種延長期限

MR1 期 令和 4 年 4 月 2 日～
令和 5 年 4 月 1 日生まれの方

令和 9 年 3 月 31 日まで
MR2 期 平成 30 年 4 月 2 日～

平成 31 年 4 月 1 日生まれの方
　ＭＲワクチンの供給不足を受け、従来の接種対象期間（令和 7 年 3 月 31 日）
までに接種を受けられなかった方のために、上表の対象者については接種期間が
令和 9 年 3 月 31 日まで延長されることになりました。


